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大学院研究生出願要項 
                                                     
 

京都工芸繊維大学大学院 工芸科学研究科 
 

 １．入学資格- 

（1）修士の学位を有する者(入学までに修了する見込のものを含む) 

（2）外国の大学において修士の学位に相当する学位を授与された者(入学までに修了する見込のものを含む) 

（3）その他研究科において修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認めた者 

２．入学時期・研究期間- 

（1）入学時期 ：月の始め 

（2）研究期間 ：１年以内 

※ 引き続き研究を継続する必要がある場合は、選考のうえ研究期間の延長を許可することがあります。 

３．指導教員- 

志願者は、出願時までに研究の指導を受けようとする教員の内諾を受けなければなりません。連絡先等が不明な 

場合はお問い合わせください。 

※ 指導教員の紹介は行っていません。 

４．出願手続- 

（1）出願期間 ：入学しようとする日の１ヶ月前まで （例： ４月入学希望の場合は２月末日まで） 

［受付時間］９：００～１２：００ 及び １３：００～１７：００（土・日・祝日、夏季一斉休業、年末年始除く） 

（2）出願方法 ：出願期日までに、学務課連携教育係窓口にて以下の出願書類を提出してください。 

※郵送での提出を希望の方は事前にご相談ください 

   出願書類等 

① 入学願書 本学所定用紙（様式１）及びwordデータ 

② 成績証明書 最終出身学校のもの  ※ 原本 

③ 修了(見込)証明書 最終出身学校のもの  ※ 原本 

④ 承諾書（指導教員） 本学所定用紙（様式２） 

⑤ その他【在職中の者】 本人の確約書（様式３）及び  勤務先の確約書（様式４） 

⑥ 選考結果通知用封筒 長形３号封筒  ※ 受信先（住所・氏名）を記入し、１１０円分の切手を貼付 

⑦入学検定料 ９，８００円  ※検定料は以下に記載の入学検定料振込先に振込んでください。 

（注）その他、別途書類の提出を求めることがあります。 

入学検定料振込先 

金融機関名 支店名 預金種別 口座番号 
三菱ＵＦＪ銀行 京都中央支店 普通預金 2714161 

●口座名義：国立大学法人京都工芸繊維大学 検定料口 学長 吉本昌広 

（こくりつだいがくほうじんきょうとこうげいせんいだいがく けんていりょうぐち がくちょう よしもとまさひろ） 

●振込人名：R-志願者氏名（フリガナ）※志願者氏名の前に「R-」を入れてください。  

※振込手数料は納入者負担でお願いします。 
 
 
 

（日本人用） 
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５．選考及び結果の通知- 
書類審査により選考を行い、その結果を本人に通知（郵送）します。 

６．入学に要する経費- 
（1）入学料 ８４，６００円 

納入期限 … 振込依頼書に記載の指定期日まで 

※ 期日までに入学料の納入がない場合は、入学を辞退したものとして取り扱います。 

（2）授業料 ２９，７００円 （月額）  
① 第１回目の納入期間 … 入学した月中 

② それ以降の納入期間 … ４月中 及び １０月中 （年２回：半期分ずつ） 

※ 在学中に授業料の改定が行われた場合は、改定時から新授業料が適用されます。 

選考結果通知に添付する振込依頼書により、指定の金融機関に納入してください（大学窓口での現金納入は受け

付けておりません）。 

なお、既納の入学料及び授業料は返還できません。 

７．その他（在学中の諸手続） 
（1）身分証明書の交付 

学務課連携教育係から交付を受けて、常に携帯してください。 

記載事項に変更が生じた場合は、その都度申し出てください。 

（2）研究室への所属 

指導教員の研究室に所属します。在学中は指導教員の指示に従ってください。 

（3）各種証明書の交付 

願い出により、在学証明書・研究内容証明書等の各種証明書を交付します。 

（4）研究期間の変更手続き 

  ① 研究期間の延長 

   研究期間の延長を希望する場合は、指導教員と相談のうえ、期日までに学務課連携教育係で手続きを行ってください。 

手続期限 … 研究期間終了日の１ヶ月前まで （土・日・祝日、夏季一斉休業、年末年始除く） 

提出書類 … 研究期間延長願 （本学所定用紙） 

※ 研究期間終了後に研究を再開する場合には、新たに入学検定料・入学料を納入いただくこと 

になりますので、研究期間終了時期には各自で気を付けてください。 

※ 滞納している授業料がある場合は、延長できません。 

② 研究期間中の退学 

研究が早期に終了したなどの事情により当初の研究期間終了前に退学する場合は、指導教員と相談のうえ、期日までに学

務課連携教育係で所定の手続きを行ってください。 

手続期限 … 退学する日の２週間前まで （土・日・祝日、夏季一斉休業、年末年始除く） 

提出書類 … 退学願（本学所定用紙） 

※ 各学期末（９月３０日付け又は３月３１日付け）で退学する場合は、その学期中に余裕を持って 

手続きを行ってください。次学期に入ると、その学期分の授業料が必要となります。 

※ 滞納している授業料がある場合は、退学できません。 

（5）就職等異動の届出 

在学中に就職、転職、退職等異動があった場合は、直ちに学務課連携教育係へ届け出てください。 

（6）問い合わせ先 

その他不明な点がありましたら、下記までお問い合わせください。 

         京都工芸繊維大学 学務課 連携教育係 

TEL (075)724-7107 
E-mail chiiki@jim.kit.ac.jp 


